
第２章　常盤橋門跡の概要

57

第４節　社会的環境

1　土地利用の規制等

常盤橋門跡とその周辺の土地利用や景観保全に関連する法令等の概要は以下のとおりである。

(1) 文化財保護法 （昭和２５年法律第２１４号）

常盤橋門跡は、 文化財保護法第１０９条第１項に基づいて指定された国指定史跡である。 このため、 現状を変更

しようとする場合には文化財保護法１２５条第１項または第１６８号第１項に基づいて文化庁長官もしくは千代田区教

育委員会の許可 ・ 同意を得なければならない。

また、 史跡指定範囲の全域と一部の近隣範囲が文化財保護法第９５条第１項に基づく埋蔵文化財包蔵地 「常盤

橋門跡 （千代田区 No.30 遺跡）」 として登録 ・ 周知されている。 埋蔵文化財包蔵地の登録範囲内で掘削工事等

を行う場合は、 文化財保護法第９３条第１項または第９４条第１項に基づく事前の届出 ・ 通知が必要である。

(2) 都市計画法 （昭和４３年法律第１００号）

千代田区は、 全域が都市計画法第５条第１項に基づく 「都市計画区域」 に指定されている。 また、 本計画の対

象範囲は第７条第１項基づく 「市街化区域」 にあたり、 第８条第１項に基づく 「商業地域」 にあたる。 建築物の建

築においては、 第 12 条の５に基づく大手町 ・ 丸の内 ・ 有楽町地区地区計画に適合する必要がある。

(3) 都市公園法 （昭和３１年法律第７９号）

計画範囲内に含まれる常盤橋公園は、平成２４年１２月１９日付区告示第１４５号で千代田区が設置を告示した 「都

市計画公園街区公園」 である。 公園管理者は千代田区で、 占用物等を設置する場合には都市公園法第６条第１

項に基づく許可が必要となる。 なお、 当公園は国指定史跡常盤橋門跡のほぼ全てを包含するため、 史跡の保存と

公園の利活用の調和を図る必要があり、 「歴史公園」 としての性格も有している。

(4) 千代田区都市公園条例 （昭和３４年３月２５日条例第７号）

計画範囲内に含まれる常盤橋公園での建築または行為については、 千代田区都市公園条例の適用を受ける。

建築の制限及び行為の制限または禁止の概要は以下のとおりである。

Ａ町手大分区 の区地

建築物等の用途の制限
容積率が１００／１０を超える部分については、その１／２以上を地域の活性化に資する商業、文化、交流、生活、情
報、防災機能等とする。

容積率の最高限度 大手町土地区画整理事業区域内の敷地について、仮換地指定前は、常盤橋南街区は１００／１０とする。

建ぺい率の最高限度 ７／１０とする。

建築物の敷地面積の最低限度 ３,０００㎡とする。

壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」という。）の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、３ｍ
以上とする。

建築物等の形態又は色彩
その他の意匠の制限

１ 建築物等の形態及び意匠については、本地区にふさわしい良好な都市景観の維持・形成に資するものとし、敷地内
及び建築物内部において日常一般に開放する開放空地を敷地面積の 3/10 以上整備するものとする。
２ 大手町地区においては、建築物の外壁等について質の高い品格のある色調・素材を用いる。
３ 地区施設の広場等又は歩行者通路の区域内において、換気塔又は歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける
上屋もしくは庇などを設ける場合は、当該地区施設の機能を損なわない限りにおいて建築することができるものとす
る。
４ 壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の土地の区域については、その面積の  3/10 以上
を緑地又は水面（保水性舗装を含む。）とする。ただし、区長が敷地の形態上及び土地利用上やむを得ないと認めた場
合はこの限りでない。
５ 機能更新においては、エネルギーの使用の合理化、資源の適正利用、自然環境の保全等、環境改善に寄与した計画
とする。

壁面後退区域における工作物の
設置の制限

壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の土地の区域については、門、へい、広告物、看板等
通行の妨げとなるような工作物を設置してはならない。

表 2-7　大手町 ・ 丸の内 ・ 有楽町地区地区計画 （抜粋）
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(5) 景観法 （平成１６年法律第１１０号）

計画範囲は景観法第８条第１項に基づく景観計画である千代田区景観まちづくり計画の摘要を受ける。 また、 景

観法第１６条に基づいて、 建築物、 工作物等の新設、 増築、 改築などの良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれ

のある行為をする場合には千代田区長に届出なければならない。

公園施設の建築面積の基準 100分の２とする。

※上記の特例

【限度が100分の10となる場合】
(１)　災害応急対策に必要な施設。
(２)　屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物。
【限度が100分の20となる場合】
(１)　文化財保護法（昭和25年法律第214号）の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若し
くは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物
その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第１条の３で定める建築物。
(２)　景観法（平成16年法律第110号）の規定により景観重要建造物として指定された建築物。
(３)　地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成20年法律第40号）の規定により歴史的風致形成建造物として指
定された建築物。

行為の制限

下記の行為をしようとする者は、区長の許可を受けなければならない。
(１)　行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(２)　業として、写真又は映画を撮影すること。
(３)　興行を行うこと。
(４)　競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

行為の禁止

(１)　都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(２)　竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(３)　土地の形質を変更すること。
(４)　鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(５)　はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(６)　立入禁止区域に立入ること。
(７)　指定された場所以外の場所へ車両等を乗入れ、又はとめおくこと。
(８)　都市公園をその用途外に使用すること。
(９)　前各号に定めるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

表 2-8　千代田区都市公園条例 （抜粋）

国指定史跡
常盤橋門跡

図 2-57　都市計画図 （用途地域図）
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美観地域（美観地域重点地区）

　・歴史性を活かした首都の風格にふさわしい景観をつくる
　・眺めの映える開放的な水辺・緑地空間をつくる
　・皇居の水や緑と調和したシルエットを形成する
　・皇居を核とした環状・放射の骨格構造を際立たせる
　・内濠沿いに展開するまちの個性を際立たせる

表 2-9　千代田区景観まちづくり計画の景観方針

(6) 千代田区景観まちづくり条例 （令和２年３月１２日条例第９号）

計画範囲は全域が千代田区景観まちづくり計画における 「美観地域 （美観地域重点地区）」 に指定されている。

景観法にかかる届出等をする場合は、千代田区景観まちづくり計画に適合するように努めなければならない。 「美

観地域 （美観地域重点地区）」 の景観方針は以下のとおりである。

(7) 道路法 （昭和２７年法律第１８０号）

計画範囲内に含まれる大手町地区補助 158 号線は特別区道であるため、 道路法の適用を受ける。 占用物の

設置等については、 千代田区道路占用規則 （昭和５２年１０月３日規則第３３号） に基づいて、 管理者である千代

田区への申請が必要となる。

(8) 千代田区緑化推進要綱 （平成１０年１０月１日）

計画範囲は千代田区緑の基本計画における 「シンボル緑地」 に指定されており、 千代田区のまちづくりの歴史

や文化的 ・ 歴史的象徴といえる緑地空間として位置づけられている。 同計画では身近な緑地を約 23ha から約

45ha に増加させることや、 緑被率を 19％から 25％に向上することなどが目標設定されている。

計画範囲内に含まれる常盤橋公園及び大手町地区補助 158 号線は千代田区管理の公園 ・ 道路であるため、

千代田区緑化推進要綱第３条第２項に基づいて可能な限りの緑化に努めなければならない。

(9) 千代田区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱 （平成６年１１月１８日）

治水対策上設置が必要と認められた場合、 千代田区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱第２条に基づい

て雨水流出抑制施設の設置が求められる。

(10) 河川法 （昭和３９年法律第１６７号）

計画範囲内に含まれる日本橋川は、 河川法第４条第１項に基づいて 「一級河川」 に指定されている。 河川工事

及び使用については、 河川管理者との協議 ・ 許可が必要となる。
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２　開発 ・ 都市計画

計画範囲内及び周辺では以下の事業が事業中である。 史跡の保存活用においては、 各事業との協議が必要と

なる。

（1） 常盤橋プロジェクト （大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業）

常盤橋プロジェクトは、 平成 28 （2016） 年度、 令和３ （2021） 年度に都市計画変更された東京都市計画都

市再生特別地区 （大手町地区 （Ｄ－１街区）） の計画実現のために、 平成 28 （2016） 年度に事業認可 （令和

3 （2021） 年度事業変更） を受け事業中の市街地再開発事業である。

本プロジェクトでは、 地域への貢献として、 東京駅周辺と日本橋川沿いの回遊性を強化する歩行者ネットワーク

や広場などの整備、下水ポンプ場や変電所、都市計画駐車場等の広域的な都市基盤の更新、都心型 MICE 拠点・

都市観光拠点の形成、 国際競争力強化を図る都市機能の整備、 災害復旧活動の拠点 ・ 帰宅困難者支援機能の

強化、 環境負荷低減への取組等が計画されている。 史跡常盤橋門跡を含む常盤橋公園についても地域貢献の一

環として史跡を活かした公園整備が行われる  

図 2-58　常盤橋プロジェクト　大手町地区 （Ｄ -1 街区） 概要図
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※史跡範囲は開削ではない工法で検討中

首都高地下化計画図

図 2-59 首都高速道路地下化計画図　※一般公開情報をもとに編集

（2） 首都高速道路地下化事業

首都高地下化事業は、 構造物の長期的な安全性の確保、 日本橋川周辺の景観や環境の改善、 江戸橋ジャンク

ション周辺の交通の円滑化を目的として、 首都高速道路の日本橋区間を地下化する事業である。 本計画を進める

ために、 令和元年に都市高速道路の都市計画変更、 令和 2 年に事業認可され、 事業が進んでいるところである。

この地下化ルートは常盤橋門跡の史跡指定範囲を含む計画対象地域一帯の直下を通過するため、 計画対象地

域内においても開削工事やシールド工事、 日本橋川の河川内工事を行いトンネル整備をする工事が予定されてい

る。




